
令
和
７
年
９
月
27
日
（
土
）
午
後
７
時
か
ら
、

土
山
駅
前
公
民
館
に
て
、
第
１
回
土
山
駅
北
周
辺

地
区
ま
ち
づ
く
り
勉
強
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
令
和
５
年
度
か
ら
再
ス
タ
ー
ト
し
た

ま
ち
づ
く
り
の
検
討
の
中
で
ま
と
め
ら
れ
た
地
域

課
題
の
振
り
返
り
、
令
和
５
年
度
の
ま
ち
づ
く
り

コ
ン
セ
プ
ト
や
令
和
６
年
度
の
基
本
構
想
（
「
公

共
施
設
の
配
置
計
画
」
や
「
土
地
利
用
計
画
」
）

の
内
容
を
改
め
て
確
認
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
今
年
度
実
施
し
た
意
向
調
査
の
結
果

報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
想
定
さ
れ
る
整

備
手
法
と
し
て
「
基
盤
整
備
を
行
う
土
地
区
画
整

理
事
業
」
と
「
建
物
整
備
を
行
う
市
街
地
再
開
発

事
業
」
を
一
緒
に
行
う
“
一
体
的
施
行
”
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
再
整
備
の
検
討

が
具
体
的
に
な
る
中
、
再
整
備
に
関
す
る
不
安
を

少
し
で
も
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
こ
の

よ
う
な
勉
強
会
を
始
め
、
た
く
さ
ん
情
報
提
供
し

て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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第２回土山駅北周辺地区 まちづくり勉強会
当日の様子は、後日YouTube
で配信予定です。当日の資料
とYouTubeへのリンクは播磨町
のHPに掲載します。

播磨町HP

ご意見等があれば、いつでもお寄せください！

 土山駅北周辺地区のまちづくりの検討等に関してご意見やご質問、
また、不安なことや気になることがあれば、下記までご連絡ください。

＜問合せ先＞ 土山駅前自治会、土山駅北地区まちづくり推進協議会、播磨町
＜Ｅメール＞ tsuchiyamaekikita@town.harima.lg.jp ※ＱＲコード読み取りでメール送信が可能です↑

裏面も
ぜひご覧
ください

まちづくり推進協議会事務所、略して

まち協事務所に

役場職員がいます

再整備に対する疑問や不安などありましたら、お気軽にご相談ください。予約は不要です。

1１月1４日（金）午前９時～１２時

1１月1７日（月）午後１時～４時

1１月１９日（水）午後４時～７時

場所は、

土山駅の

北側すぐ！

（日通の跡地）

日時：令和７年11月８日（土）午後７時～

会場：土山駅前公民館

内容：①事業化までの流れと情報提供のタイミング
②地権者の取り得る選択肢について
③主な税制措置について
④補償について

気になっていたけど

当日行けなかったから

ビデオ配信で確認しよう

播磨町HP

当日の様子や

資料はこちらから

ご覧ください

→→→→→

裏面でも
第１回勉強会の
内容をご紹介しています。
ぜひご覧ください。



ちょっとだけ まちづくりのお勉強・・・✎

一体的施行とは？

まちづくり通信
202５年１１月号

裏面

vol.４ 土山駅北の再整備の手法
これからのまちづくりの検討に必要な情報や考え方をお伝えさせていただく「ちょっとだけ まちづく

りのお勉強・・・✎ 」。

第４回は、第１回勉強会で説明がありました「土山駅北の再整備の手法」についてご紹介します。

地域課題解消や令和５年度にまとめられた「まちづくりコンセプト」や令和６年度に策定された

「まちづくり基本構想（「公共施設の整備計画」と「土地利用計画」）」の実現、地権者の今後の生活を考え

検討された整備手法です。

⚫ 土地区画整理事業により、公共施設（道路、下水道
等）の整備をするとともに、地権者の意向に合わせ
て土地の再配置を行います。

⚫ 共同化希望者の土地を集約し、市街地再開発事業
により、マンション等の施設建築物を整備します。

「基盤整備」と「建物整備」を同時に行う
ことができるため、効率的な再整備が可能と
なります。

土地区画整理事業 市街地再開発事業

土山駅北では
これら２つの事業を同時に行う

一体的施行
が最適だと考えています

一体的施行のメリットは？

⚫ 「土地区画整理事業により、換地を受けて建替え
等を行う。」「市街地再開発事業の権利変換により、
施設建築物の床を取得する。」どちらの選択も可
能となります。

一体的施行を行うことで、両事業の仕組
みを活用することができるようになるため、
それぞれの事業を単独で行うのに比べ多様
な選択が可能となります。

道路や下水道の課題を
解決する手法

にぎわいや利便性の
課題を解決する手法
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